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熊本県告示第４５８号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

しもだ介護サービス

玉名 

玉名市小野尻３３３

－１ 

有限会社あっとホ

ーム 

熊本市河内町野出

２４１番地１ 

下田 正貴 

平成２２年 

５月１日 

4310400256 居宅介護・

重度訪問介

護 

 
 
熊本県告示第４５９号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８
条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同
法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市
計画の図書を公衆の縦覧に供する。 
    平成２２年４月１３日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 都市計画の種類 
  熊本都市計画道路 ３・３・９号 池田町花園線 
２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
  熊本市花園一丁目、二丁目及び三丁目の各一部 
３ 縦覧場所 
    熊本県土木部都市計画課 

 

第１１８９８号 

平成 22 年 4 月 13 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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熊本県告示第４６０号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条の規定により次の指定障害福
祉サービス事業者から廃止の届出があったので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

廃止年月日 事業所番号 サービスの

種類 

「はなのいえ」 

熊本市島崎２丁目２

６番４６号 

ウイリングス株式

会社 

東京都板橋区加賀

１－１０－２ 

平岩 武昭 

平成２２年 

３月３１日 

4320100060 共同生活援

助・共同生

活介護 

 
 
熊本県告示第４６１号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２２年４月１３日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２２年４月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 益城矢部線 上益城郡益城町大字寺迫字日待 

          １２０１番１地先から 

同所 

          １２０１番１地先まで 

    29.0 道路法

第２４

条工事

（歩道

設置）

一般県道 小川八代線 八代市東陽町小浦字新開 

          ６４番地先から 

同市東陽町小浦字貝ノ原 

          ６４２番２地先まで 

   502.0 単道改

（改築

による

拡幅）
２ 供用を開始する期日 平成２２年４月１３日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第１９８号 
 特定調達契約につき、一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品
等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条及び
熊本県物品等又は特定役務の調達手続に関する規則（平成７年熊本県規則第５１号）第１
１条の規定により、次のとおり公告する。 
  平成２２年４月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量                         
  平成２２年度熊本県総合行政ネットワーク県庁ＮＯＣ監視運営保守業務委託 一式 
２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 
  熊本県地域振興部情報企画課電子県庁管理班 
  郵便番号８６２－８５７０ 熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
３ 落札者を決定した日 
  平成２２年３月２４日 
４ 落札者の名称及び所在地 
  西日本電信電話株式会社 熊本支店 
    熊本市桜町３番１号 
５ 落札金額 
  １１７，９９９，０００円（うち消費税及び地方消費税の額５，６１９，０００円） 
６ 契約の相手方を決定した手続 

 公  告 
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  一般競争入札 
７ 入札公告日 
  平成２２年２月９日 

 
 
熊本県公告第１９９号 
 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和３１年法律第１６０号）第１０
条第４項の規定により平成２２年度熊本県献血推進計画を次のとおり定めたので、同条第
５項の規定により公表する。 
  平成２２年４月１日 
                                          熊本県知事  蒲  島  郁 夫 
１ 目的 
  この計画は、平成１５年７月３０日に施行された「安全な血液製剤の安定供給の確保 

等に関する法律」及び「第５次熊本県保健医療計画」に基づき、本県における医療に必 
要な輸血用血液及び血漿分画製剤原料血漿を確保するため、平成２２年度に献血により 
確保する血液の目標量を定めるとともに、特に、近年、医療機関からの需要が多く、安 
全性の高い４００ミリリットル献血及び成分献血を県、市町村、熊本県赤十字血液セン 
ター（以下「血液センター」という。）及び関係機関等が連携して一層の推進を図るこ
とを目的として策定する。  

  
２ 計画の期間 
  平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 
 
３ 平成２２年度献血目標 
 （１） 平成２２年度に熊本県で必要な輸血用血液製剤見込み数・原料血漿確保目標量 
    ア 輸血用血液製剤製造見込み数：２９３，６５５単位※（昨年度：285,350単位) 
    イ 原料血漿確保目標量：１３，４４０Ｌ（昨年度：14,000Ｌ） 
            ※単位：２００ｍＬ献血由来を１単位として換算 
 （２） 平成２２年度に献血により確保すべき血液の目標量及び献血者数 

    血液の目標量（Ｌ）     献血者数（人） 

    ２００ｍＬ献血           ２００       １，０００ 

    ４００ｍＬ献血         ２３，４８０       ５８，７００ 

血漿成分献血           ２，７４７        ６，０００  成 分 

 献 血 血小板成分献血           ５，０８０       １２，７００ 

     総   数         ３１，５０７       ７８，４００ 

 
４ 献血血液目標量を確保するために必要な措置 
 （１） 献血推進のための普及啓発、広報活動等 
    夏季、冬季及び春季における血液不足傾向を解消するため、各種団体等の協力を 
   得てキャンペーン等を展開する。特に、４００ミリリットル献血と成分献血の必要 
   性についての理解を求めるとともに、若年層献血のより一層の推進を図る｡ 
   ア キャンペーンの実施 
    (ア) 愛の血液助け合い運動（７，８月） 
    (イ) 学生献血クリスマスキャンペーン（１２月）  
    (ウ) はたちの献血キャンペーン（１，２月） 
    (エ) 春の献血キャンペーン（３，４月） 
   イ 移動献血ギャラリーの開催（県内６か所程度） 
   ウ パンフレット・啓発資材の作成配布 
      各種キャンペーンでの啓発用資材やパンフレット等を作成し、活用する。   
   エ 広報活動 
    (ア) テレビ、ラジオ、ホームページ等での広報 
    (イ) 若者向け情報誌、市町村広報誌等での広報 
 （２） 若年層等の献血者確保対策 
   ア 小・中学生：将来に亘って安定的に血液製剤を供給していく体制を構築してい 
    くため、年代にあった啓発資材を作成・配付するとともに、薬物乱用防止教室等 
    の出前講座を活用し献血の重要性を話して、献血思想を意識付ける。 
   イ 高校生：高校生を対象として国が作成した教材を使用し、献血について正しい 
    知識の普及啓発を行うとともに、献血の意義や仕組みを説明する「献血出前講座」 
    や体験学習を実施する。 
      ウ 大学生：学生献血推進リーダーの研修会等において、同世代に対する献血の効 
    果的な呼びかけ方法の提案や活動発表等を通して、互いに研鑽しながら同世代へ 
    の啓発活動をさらに推進するとともに、学生相互の交流を深める。 
 （３） 献血推進組織の育成 
   ア 市町村献血推進協議会との連携 
   イ 市町村担当者及び献血推進リーダーの研修会開催 
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   ウ 熊本県学生献血推進協議会の活動支援等 
 （４） 献血受付時の次回協力者確保 
        献血受付時に献血申込書の確認事項により、「血液センターからの協力依頼を行 
   うこと」についての承諾を取り、季節的あるいは血液型別の血液不足時に協力を依 
   頼する。 
 （５） 採血の実施 
   ○ 日赤プラザ献血ルーム（熊本県赤十字血液センター） 
     （所在地）熊本市長嶺南二丁目１番１号 電話：096-384-2111（代表） 
     （受付時間） 
      ・全血献血：午前８時３０分から午前１１時５０分まで 
            午後１時から午後４時５０分まで 
      ・成分献血：午前８時３０分から午前１１時まで 
            午後１時から午後４時まで 
      （定休日）日曜日及び祝日（ただし、土曜日が祝日の場合は平常どおり） 
   ○ 下通り献血ルーム 
     （所在地）熊本市下通一丁目８番２９号 電話：096-325-9218 
     （受付時間） 
      ・全血献血：午前１０時から午後０時５０分まで 
            午後２時から午後５時５０分まで 
      ・成分献血：午前１０時から正午まで 
            午後２時から午後５時まで 
     （定休日）金曜日（ただし、金曜日が祝日の場合は平常どおり） 
   ○ 移動採血車（５台） 
     年間計画により県内各地へ配車    
 
５ 血液不足等緊急事態における献血の確保 
  輸血用血液製剤の在庫状況に応じた対応を定めた「血液不足等緊急事態における危機 

管理対応要項」に基づき、市町村、血液センター及び関係機関と連携を取りながら必要 
に応じて、注意報の発令や緊急献血等の各種対策を実施する。 

 
６ 災害時における献血の確保 
  地震等の大規模な災害発生時に必要な血液を緊急かつ安定して供給するために、熊本 

県災害対策本部、市町村、血液センター及び関係機関と連携を密にしながら必要な措置 
を講じる｡ 

 （１） 日本赤十字社九州血液センター（久留米市）の一元管理による速やかな血液の供 
   給 
 （２） 熊本県災害対策本部による血液搬送手段の確保と訓練 
 （３） 放送要請に関する協定に基づく献血協力依頼の放送実施、市町村の協力による臨 
   時献血実施等による献血者確保（県とＮＨＫで協定） 

 
 
熊本県公告第２００号 
 都市計画事業の施行について九州地方整備局告示があったので、都市計画法（昭和４３
年法律第１００号）第６６条の規定により、次のとおり公告する。 
    平成２２年４月１３日 
                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 施行者の名称 熊本県 
２  都市計画事業の種類及び名称 平成１５年九州地方整備局告示第１０７号本渡都市計 
 画道路事業３・５・５号太田町水の平線 
３ 事務所の所在地 熊本県天草市今釜新町３５３０番地 
４ 事業施行期間 平成１５年８月５日から平成２３年３月３１日まで 
５ 事業地  収用の部分 変更なし 
           使用の部分 なし 

 
 
熊本県公告第２０１号 
 都市計画事業の施行について九州地方整備局告示があったので、都市計画法（昭和４３
年法律第１００号）第６６条の規定により、次のとおり公告する。 
    平成２２年４月１３日 
                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 施行者の名称 熊本県 
２  都市計画事業の種類及び名称 平成１３年九州地方整備局告示第２３号大津都市計画 
 道路事業３・４・８号西鶴中井迫線及び大津都市計画道路事業３・４・１号室吹田線 
３ 事務所の所在地 熊本県菊池市隈府１２７２番地１０ 
４ 事業施行期間 平成１３年３月１２日から平成２４年３月３１日まで 
５ 事業地  収用の部分 平成２０年九州地方整備局告示第二十九号の事業地のうち大字 
           大津字上鶴地内における事業地を変更する。 
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           使用の部分 なし 
 

 
熊本県公告第２０２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年４月１３日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

 荒尾市万田字前田４９０番１２、同４９０番１４、同４９０番２０、同４９０番２２、
同４９０番２３、同４９０番２４、同４９０番２５、同４９０番２６、同４９２番４、
同４９２番５、同４９２番６、同４９２番７、同４９２番８、同４９２番９、同４９２
番１０、同４９２番１１、同４９２番１２、同４９３番１、同４９３番２、同４９３番
３、同４９３番４、同４９３番５及び同４９３番６ 

  １，９７１．８９平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 

 荒尾市大島１０３番地の２ 
 有限会社日新商会 
 

 
熊本県公告第２０３号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第１１３条の２第３項の規定に基づきこの旨を公告する。 
  平成２２年４月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 事業名 地区名  工事着手年月日  工事完了年月日  事業主体 

 農業用道  

 路 

南小国西

部（阿蘇

市、南小

国町） 

 平成３年１２月２７日  平成２２年３月２９日     熊本県 

 
 
熊本県公告第２０４号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年４月１３日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

合志市幾久富字建山１９３５番２、同１９３５番１５、市道並びに里道及び水路 
２，６６３．７５平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  合志市豊岡２３９５番地３ 

西川 晴行 
 

 
熊本県公告第２０５号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２２年４月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
    所 在 熊本市河内町河内字迫１１８０番４ 
    地 目 雑種地 
  地 積 ２３０．４４平方メートル（実測） 
   最低売却価格 ３，７８０，０００円 
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
 （１） 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
 （２） 破産者で復権を得ない者 
 （３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
 （４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県農林水産部漁港漁場整備課 ０９６－３３３ 
 －２４６３ 
４ 入札期日及び場所 
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   平成２２年５月７日（金）午前１１時 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県庁行政棟本館９階  ９０１会議室 
５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 入札参加申込書 
  この入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書を提出しなければ 
 ならない。 
 （１） 提出方法 持参又は郵送による。 
 （２） 提出期限 平成２２年４月２６日（月）午後５時 
              （郵送の場合は提出期限までに必着） 
 （３） 提出先  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県農林水産部漁港漁場整備課 
７ 入札保証金 

この入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を入札保証金
として納付するものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若
しくは支払保証をした小切手により行わなければならない。なお、入札保証金は、落札
者が契約を締結しないときは、熊本県に帰属する。 

８ 契約締結期限 
    平成２２年５月２１日（金）午後５時 
９ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に契約保 
 証金として納付するものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、 
 若しくは支払保証をした小切手により行わなければならない。 
１０ その他 
 （１） 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
 （２） 契約締結場所 別途指定する。 
 （３） 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 
 （４） 問い合わせ先 
        熊本県農林水産部漁港漁場整備課（電話０９６－３３３－２４６３） 
 
 
 
 
 
熊本県公営企業管理規程第９号 
 熊本県企業局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 
  平成２２年４月１３日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
   熊本県企業局会計規程の一部を改正する規程 
 熊本県企業局会計規程（昭和３９年電気事業管理規程第２号）の一部を次のように改正
する。 
 第９１条第１項中「２人」を「原則として３人」に改め、「ただし、」の次に「当該契
約を履行できる相手方が２人しかいないときはその２人から見積書を徴することとし、」
を加える。 
   附 則 
 この規程は、平成２２年４月１３日から施行する。 
 

 登載依頼 


